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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】撮影した写真を用いた情報のレコメンドができ
るサーバ装置、端末装置、情報処理方法及びプログラム
を提供する。
【解決手段】情報システムは、写真をサーバ装置に送信
する端末送信部と、レコメンド情報を受信する端末受信
部と、レコメンド情報を出力する端末出力部とを具備す
る端末装置と、写真を端末装置から受信する画像受信部
と、写真に対する画像認識処理により、１以上の各オブ
ジェクトを認識し、１以上の各オブジェクトを識別する
オブジェクト識別子を取得し、各オブジェクト識別子を
含む１以上のオブジェクト情報を取得するオブジェクト
情報取得部と、取得した１以上のオブジェクト情報を用
いて、ユーザに推薦するレコメンド情報を取得する提示
情報取得部と、レコメンド情報を端末装置に送信する提
示情報送信部とを具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
サーバ装置と端末装置とを具備する情報システムを構成するサーバ装置であって、
前記端末装置は、
１または２以上のオブジェクトが含まれる画像が格納される端末格納部と、
前記画像を前記サーバ装置に送信する端末送信部と、
ユーザに提示する情報であり、商品に関する情報である提示情報を受信する端末受信部と
、
前記提示情報を出力する端末出力部とを具備し、
前記サーバ装置は、
前記画像を前記端末装置から受信する画像受信部と、
前記画像受信部が受信した画像に対する画像認識処理により、前記１以上の各オブジェク
トを認識し、前記１以上の各オブジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、当該
各オブジェクト識別子を含む１以上のオブジェクト情報を取得するオブジェクト情報取得
部と、
前記オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト情報を用いて、当該１以上
のオブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報に含まれる一のオブジェクト識別子で
識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクトと異なる種類のオブジェクトの
オブジェクト情報を、提示情報として取得する提示情報取得部と、
前記提示情報を前記端末装置に送信する提示情報送信部とを具備する情報システムを構成
するサーバ装置。
【請求項２】
前記提示情報取得部は、
前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じオブジェクトのオブジェク
ト情報、または前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じ種類のオブ
ジェクトのオブジェクト情報をも、提示情報として取得する請求項１記載のサーバ装置。
【請求項３】
前記サーバ装置は、
前記オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト情報を送信するオブジェク
ト情報送信部をさらに具備し、
前記端末装置は、
１以上のオブジェクト情報を前記サーバ装置から受信する端末受信部と、
前記画像と前記１以上のオブジェクト情報が有する１以上のオブジェクト識別子とを出力
する端末出力部と、
前記端末出力部が出力した１以上のオブジェクト識別子に対するユーザの操作を受け付け
る端末受付部とをさらに具備し、
前記端末送信部は、前記端末受付部が受け付けた操作に関する操作情報を前記サーバ装置
に送信し、
前記サーバ装置は、
前記操作情報を前記端末装置から受信する操作情報受信部をさらに具備し、
前記提示情報取得部は、
前記操作情報受信部が受信した操作情報を用いて、ユーザに提示する提示情報を取得する
、請求項１または請求項２記載のサーバ装置。
【請求項４】
前記操作情報は、
前記端末出力部が出力した１以上のオブジェクト識別子に対して、ユーザが選択した一の
オブジェクト識別子を有し、
前記提示情報取得部は、
前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトのオブジェクト情報を用いて提示
情報を取得する請求項１から請求項３いずれか一項に記載のサーバ装置。
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【請求項５】
前記提示情報取得部は、
前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクト
と異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する、または
前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じオブジェクトのオブジェク
ト情報、または前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じ種類のオブ
ジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する請求項４記載のサーバ装置。
【請求項６】
前記画像受信部は、
前記画像とともに、画像以外の情報である付加情報をも受信し、
前記提示情報取得部は、
前記付加情報に応じて、提示情報を取得するアルゴリズムが異なる請求項１から請求項５
いずれか一項に記載のサーバ装置。
【請求項７】
前記付加情報は、
前記画像が撮影されたカメラに関するカメラ情報を含む請求項６記載のサーバ装置。
【請求項８】
前記提示情報取得部は、
前記カメラ情報が自撮りモードを示す情報である場合は、前記一のオブジェクト識別子で
識別されるオブジェクトと異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報と
して取得し、前記カメラ情報が自撮りモードでないモードを示す情報である場合は、前記
一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じまたは同じ種類のオブジェクト
のオブジェクト情報を、提示情報として取得する請求項７記載のサーバ装置。
【請求項９】
前記オブジェクト情報取得部は、
前記画像受信部が受信した画像に対して、深層学習を用いた画像認識処理により、前記２
以上の各オブジェクトを認識し、前記２以上の各オブジェクトを識別するオブジェクト識
別子を取得し、当該各オブジェクト識別子を含む２以上のオブジェクト情報を取得する請
求項１から請求項８いずれか一項に記載のサーバ装置。
【請求項１０】
前記端末受付部は、前記端末出力部が出力した提示情報に対するユーザの選択を受け付け
、
前記端末送信部は、前記端末受付部が受け付けた前記ユーザの選択に関する購入情報を前
記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置は、
前記購入情報を前記端末装置から受信する購入情報受信部と、
前記購入情報を用いた決済処理を行う決済処理部とをさらに具備する、請求項２から請求
項８いずれか一項に記載のサーバ装置。
【請求項１１】
１または２以上のオブジェクトが含まれる画像を端末装置から受信する画像受信部と、
前記画像受信部が受信した画像に対する画像認識処理により、前記１以上の各オブジェク
トを認識し、前記１以上の各オブジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、当該
各オブジェクト識別子を含む１以上のオブジェクト情報を取得するオブジェクト情報取得
部と、
前記オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト情報を用いて、当該１以上
のオブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報に含まれる一のオブジェクト識別子で
識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクトと異なる種類のオブジェクトの
オブジェクト情報を、ユーザに提示する提示情報として取得する提示情報取得部と、
前記提示情報を前記端末装置に送信する提示情報送信部とを具備するサーバ装置。
【請求項１２】
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前記オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト情報を送信するオブジェク
ト情報送信部と、
ユーザが行った操作に関する操作情報を前記端末装置から受信する操作情報受信部とをさ
らに具備し、
前記提示情報取得部は、
前記操作情報受信部が受信した操作情報を用いて、ユーザに提示する提示情報を取得する
請求項１１記載のサーバ装置。
【請求項１３】
１または２以上のオブジェクトが含まれる画像が格納される端末格納部と、
前記画像をサーバ装置に送信する端末送信部と、
前記画像の送信に応じて、当該画像に含まれるオブジェクトに関連があり、当該オブジェ
クトと異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報である提示情報を前記サーバ装置か
ら受信する端末受信部と、
前記提示情報を出力する端末出力部とを具備する端末装置。
【請求項１４】
前記端末受信部は、
１以上のオブジェクト情報を前記サーバ装置から受信し、、
前記端末出力部は、
前記画像と前記１以上のオブジェクト情報が有する１以上のオブジェクト識別子とを出力
し、
前記端末出力部が出力した１以上のオブジェクト識別子に対するユーザの操作を受け付け
る端末受付部をさらに具備し、
前記端末送信部は、
前記端末受付部が受け付けた操作に関する操作情報を前記サーバ装置に送信し、
前記端末受信部は、
前記操作情報の送信に応じて、前記提示情報を前記サーバ装置から受信する請求項１２記
載の端末装置。
【請求項１５】
画像受信部、提示情報取得部、提示情報取得部、および提示情報送信部により実現される
情報処理方法であって、
前記画像受信部が、１または２以上のオブジェクトが含まれる画像を端末装置から受信す
る画像受信ステップと、
前記オブジェクト情報取得部が、前記画像受信ステップで受信さた画像に対する画像認識
処理により、前記１以上の各オブジェクトを認識し、前記１以上の各オブジェクトを識別
するオブジェクト識別子を取得し、当該各オブジェクト識別子を含む１以上のオブジェク
ト情報を取得するオブジェクト情報取得ステップと、
前記提示情報取得部が、前記オブジェクト情報取得ステップで取得された１以上のオブジ
ェクト情報を用いて、当該１以上のオブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報に含
まれる一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェク
トと異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、ユーザに提示する提示情報として
取得する提示情報取得ステップと、
前記提示情報送信部が、前記提示情報を前記端末装置に送信するレコメンド情報送信ステ
ップとを具備する情報処理方法。
【請求項１６】
コンピュータを、
１または２以上のオブジェクトが含まれる画像を端末装置から受信する画像受信部と、
前記画像受信部が受信した画像に対する画像認識処理により、前記１以上の各オブジェク
トを認識し、前記１以上の各オブジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、当該
各オブジェクト識別子を含む１以上のオブジェクト情報を取得するオブジェクト情報取得
部と、
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前記オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト情報を用いて、当該１以上
のオブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報に含まれる一のオブジェクト識別子で
識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクトと異なる種類のオブジェクトの
オブジェクト情報を、ユーザに提示する提示情報として取得する提示情報取得部と、
前記提示情報を前記端末装置に送信する提示情報送信部として機能させるためのプログラ
ム。
【請求項１７】
コンピュータを、
１または２以上のオブジェクトが含まれる画像が格納される端末格納部と、
前記画像をサーバ装置に送信する端末送信部と、
前記画像の送信に応じて、当該画像に含まれるオブジェクトに関連があり、当該オブジェ
クトと異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報である提示情報を前記サーバ装置か
ら受信する端末受信部と、
前記提示情報を出力する端末出力部として機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像の中のオブジェクトを認識し、当該認識結果を用いて情報を提示するサ
ーバ装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザがほしい商品を検索する方法技術があった。また、従来、第１の商品に組
み合わされる第２の商品の検索において、第１の商品の提供元の意向を反映させることが
可能なコーディネート方法があった（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　さらに、従来、画像を入力し、当該画像に類似する画像を検索する技術があった（例え
ば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－３３７０８号公報（第１頁、第１図等）
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】"Ｇｏｏｇｌｅ　画像検索"、［online］、［平成２８年６月６日検索］
、インターネット［URL：https://www.google.co.jp/imghp］
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来技術を用いて、ユーザがほしい商品を検索するには、例えば、文字
列や言葉などを使って表現したキーワードを検索エンジンに送信する、あるいは商品情報
提供者側が設定した商品カテゴリ情報などをもとにカテゴリを絞り込んで、所望する商品
を見つける必要があった。
【０００７】
　また、従来技術の特許文献１においては、電子商取引により、商品の購入指示等の文字
列の情報を受信し、当該文字列の情報を用いて、レコメンドする情報（コーディネートの
処理の結果）を取得し、クライアント端末に送信していた。
【０００８】
　また、従来技術の非特許文献１においては、入力された画像に類似する画像を検索する
だけであった。つまり、従来技術においては、ユーザが名前のわからないものや言葉で表
現できない商品等の情報は検索できなかった。また、従来技術においては、写真等の画像
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によって商品情報を特定したり、その商品に関するレコメンドしたりすることができなか
った。
【０００９】
　そこで、本発明は、受信された画像を画像認識し、その認識結果を用いて、情報を取得
し、提示することを目的とする。本発明において、例えば、受信される画像には、ユーザ
が欲しい商品そのものが写っている、または関連する何か別の商品を探すための元となる
商品が写っていること等を前提としている。そして、本発明に係る技術は、例えば、写真
等の画像に写っているオブジェクトが何であるかを認識して、その実体となる商品情報を
提示したり、購入したりできるようにする技術、または写真等の画像に写っているオブジ
ェクトに基づく情報提示技術である、と言える。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本第一の発明の情報システムは、サーバ装置と端末装置とを具備する情報システムであ
って、端末装置は、１または２以上のオブジェクトが含まれる画像が格納される端末格納
部と、画像をサーバ装置に送信する端末送信部と、ユーザに提示する情報であり、商品に
関する情報である提示情報を受信する端末受信部と、提示情報を出力する端末出力部とを
具備し、サーバ装置は、画像を端末装置から受信する画像受信部と、画像受信部が受信し
た画像に対する画像認識処理により、１以上の各オブジェクトを認識し、１以上の各オブ
ジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、各オブジェクト識別子を含む１以上の
オブジェクト情報を取得するオブジェクト情報取得部と、オブジェクト情報取得部が取得
した１以上のオブジェクト情報を用いて、当該１以上のオブジェクト情報のうちの一のオ
ブジェクト情報に含まれる一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトに関連があ
り、当該オブジェクトと異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報とし
て取得する提示情報取得部と、提示情報を端末装置に送信する提示情報送信部とを具備す
る情報システムである。
【００１１】
　かかる構成により、撮影した画像等を用いた情報の提示ができる。
【００１２】
　また、本第二の発明の情報システムは、第一の発明に対して、提示情報取得部は、一の
オブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じオブジェクトのオブジェクト情報、
または一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じ種類のオブジェクトのオ
ブジェクト情報をも、提示情報として取得するサーバ装置を具備する情報システムである
。
【００１３】
　かかる構成により、撮影した画像等を用いた情報の提示ができる。
【００１４】
　また、本第三の発明の情報システムは、第一または第二の発明に対して、サーバ装置は
、オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト情報を送信するオブジェクト
情報送信部をさらに具備し、端末装置は、１以上のオブジェクト情報をサーバ装置から受
信する端末受信部と、画像と１以上のオブジェクト情報が有する１以上のオブジェクト識
別子とを出力する端末出力部と、端末出力部が出力した１以上のオブジェクト識別子に対
するユーザの操作を受け付ける端末受付部とをさらに具備し、端末送信部は、端末受付部
が受け付けた操作に関する操作情報をサーバ装置に送信し、サーバ装置は、操作情報を端
末装置から受信する操作情報受信部をさらに具備し、提示情報取得部は、操作情報受信部
が受信した操作情報を用いて、ユーザに提示する提示情報を取得する、請求項１記載の情
報システムである。
【００１５】
　かかる構成により、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた情報の提示ができ
る。
【００１６】
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　また、本第四の発明の情報システムは、第一から第三いずれかの発明に対して、操作情
報は、端末出力部が出力した１以上のオブジェクト識別子に対して、ユーザが選択した一
のオブジェクト識別子を有し、提示情報取得部は、一のオブジェクト識別子で識別される
オブジェクトのオブジェクト情報を用いて提示情報を取得する情報システムである。
【００１７】
　かかる構成により、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた適切な情報の提示
ができる。
【００１８】
　また、本第五の発明の情報システムは、第四の発明に対して、提示情報取得部は、一の
オブジェクト識別子で識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクトと異なる
種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する、または一のオブジ
ェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じオブジェクトのオブジェクト情報、または
前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じ種類のオブジェクトのオブ
ジェクト情報を、提示情報として取得する情報システムである。
【００１９】
　かかる構成により、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた適切な情報の提示
ができる。
【００２０】
　また、本第六の発明の情報システムは、第一から第五いずれか１つの発明に対して、画
像受信部は、画像とともに、画像以外の情報である付加情報をも受信し、提示情報取得部
は、付加情報に応じて、提示情報を取得するアルゴリズムが異なる情報システムである。
【００２１】
　かかる構成により、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた極めて適切な情報
の提示ができる。
【００２２】
　また、本第七の発明の情報システムは、第六の発明に対して、付加情報は、画像が撮影
されたカメラに関するカメラ情報を含む情報システムである。
【００２３】
　かかる構成により、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた極めて適切な情報
の提示ができる。
【００２４】
　また、本第八の発明の情報システムは、第七の発明に対して、提示情報取得部は、カメ
ラ情報が自撮りモードを示す情報である場合は、一のオブジェクト識別子で識別されるオ
ブジェクトと異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得し、
カメラ情報が自撮りモードでないモードを示す情報である場合は、一のオブジェクト識別
子で識別されるオブジェクトと同じまたは同じ種類のオブジェクトのオブジェクト情報を
、提示情報として取得する情報システムである。
【００２５】
　かかる構成により、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた極めて適切な情報
の提示ができる。
【００２６】
　また、本第九の発明の情報システムは、第一から第八いずれか１つの発明に対して、オ
ブジェクト情報取得部は、受信部が受信した画像に対して、ディープラーニングと呼ばれ
る深層学習を用いた画像認識処理により、２以上の各オブジェクトを認識し、２以上の各
オブジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、各オブジェクト識別子を含む２以
上のオブジェクト情報を取得する情報システムである。
【００２７】
　また、本第十の発明の情報システムは、第一から第九いずれか１つの発明に対して、端
末受付部は、端末出力部が出力した提示情報に対するユーザの選択を受け付け、端末送信
部は、端末受付部が受け付けたユーザの選択に関する購入情報をサーバ装置に送信し、サ
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ーバ装置は、購入情報を端末装置から受信する購入情報受信部と、購入情報を用いた決済
処理を行う決済処理部とをさらに具備する、情報システムである。
【００２８】
　かかる構成により、撮影した画像等を用いた情報の提示ができ、ユーザの商品等の購入
を支援できる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明による情報システムによれば、画像等を用いた情報の適切な提示ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施の形態１における情報システムＡの概念図
【図２】同情報システムＡのブロック図
【図３】同端末装置１の動作について説明するフローチャート
【図４】同サーバ装置２の動作について説明するフローチャート
【図５】同撮影した写真の例を示す図
【図６】同出力例を示す図
【図７】同出力例を示す図
【図８】同出力例を示す図
【図９】同撮影した写真の例を示す図
【図１０】同出力例を示す図
【図１１】同出力例を示す図
【図１２】同コンピュータシステムの概観図
【図１３】同コンピュータシステムのブロック図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、情報システム等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の形態
において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する場合
がある。
【００３２】
　（実施の形態１）
【００３３】
　本実施の形態において、受信された画像（通常、写真）の中の１以上のオブジェクトを
認識し、当該１以上のオブジェクトの識別子を取得し、当該１以上のオブジェクト識別子
を用いて取得した提示情報を端末装置に送信するサーバ装置を具備する情報システムにつ
いて説明する。ここで、提示情報は、例えば、受信された画像内のオブジェクト（例えば
、ジャケット）とは異なる種類のオブジェクトである。また、提示情報は、例えば、受信
された画像内のオブジェクト（例えば、ジャケット）とは異なる種類のオブジェクトであ
り、画像内のオブジェクトに合うオブジェクト（例えば、パンツ）の商品情報等である。
また、提示情報は、例えば、受信された画像内のオブジェクト（例えば、ジャケット）と
同じまたは同種のオブジェクトの商品情報等である。
【００３４】
　また、本実施の形態において、オブジェクトの認識結果を端末装置に送信し、端末装置
においてユーザのオブジェクト選択を受け付け、当該選択されたオブジェクトに応じた提
示情報を端末装置に送信するサーバ装置を具備する情報システムについて説明する。
【００３５】
　また、本実施の形態において、カメラモードなどの付加情報に応じて、提示情報を取得
するアルゴリズムが異なる情報システムについて説明する。つまり、例えば、アルゴリズ
ムとして、付加情報に応じて、画像内のオブジェクトと同一のオブジェクトを提示情報と
して取得する「コレがほしい！」アルゴリズムや、画像内のオブジェクトと異種のオブジ
ェクトを提示情報として取得する「コーディネートする」アルゴリズムがある。なお、「
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コレがほしい！」アルゴリズムとは、例えば、画像内のユーザが選択したオブジェクトと
同一のオブジェクトを提示するアルゴリズムであるが、画像内のオブジェクトと同一の種
類のオブジェクトを提示情報として取得するアルゴリズムでも良い。また、「コーディネ
ートする」アルゴリズムとは、例えば、画像内のユーザが選択したオブジェクトに合う（
コーディネートされた）異種のオブジェクトを提示するアルゴリズムである。
【００３６】
　また、本実施の形態において、オブジェクト認識のために、例えば、ディープラーニン
グと呼ばれる深層学習やその他の画像解析技術を用いる情報システムについて説明する。
【００３７】
　図１は、本実施の形態における情報システムＡの概念図である。情報システムＡは、１
または２以上の端末装置１、およびサーバ装置２を備える。端末装置１は、例えば、スマ
ートフォン、タブレット端末、いわゆるパーソナルコンピュータ、携帯電話等である。端
末装置１は、撮影機能を有することは好適である。ただし、端末装置１の種類は問わない
。また、サーバ装置２は、いわゆるクラウドサーバ等であり、その種類は問わない。
【００３８】
　図２は、本実施の形態における情報システムＡのブロック図である。
【００３９】
　情報システムＡを構成する端末装置１は、端末格納部１１、端末受付部１２、端末送信
部１３、端末受信部１４、端末出力部１５、および撮影部１６を備える。
【００４０】
　サーバ装置２は、格納部２０、受信部２１、処理部２２、および送信部２３を備える。
受信部２１は、画像受信部２１１、操作情報受信部２１２、および購入情報受信部２１３
を備える。処理部２２は、オブジェクト情報取得部２２１、提示情報取得部２２２、およ
び決済処理部２２３を備える。送信部２３は、オブジェクト情報送信部２３１、および提
示情報送信部２３２を備える。
【００４１】
　端末装置１を構成する端末格納部１１は、各種の情報が格納される。各種の情報とは、
例えば、１または２以上のオブジェクトが含まれる画像である。オブジェクトが含まれる
画像とは、オブジェクトが表出している画像である。オブジェクトが含まれる画像とは、
例えば、オブジェクトが写っている写真等である。画像は、通常、撮影された写真である
。画像は、サーバ装置２に送信される画像である。また、オブジェクトは何でも良い。オ
ブジェクトは、例えば、ジャケット、Ｔシャツ、パンツ、靴などの物品である。また、画
像は、例えば、室内風景、近隣の住環境など不動産に関する写真である。かかる場合、オ
ブジェクトは、例えば、室内の物（家具、電気製品など）、写真に写る家、自然物（例え
ば、山、森など）等である。また、画像は、例えば、食品、盛り付け、調理法、室内風景
など食事やレストランに関する写真である。かかる場合、オブジェクトは、例えば、食品
、料理、皿、レストランの席、椅子等である。また、画像は、例えば、景色やアトラクシ
ョンなど宿泊地や旅行、レジャーに関する写真である。かかる場合、オブジェクトは、例
えば、遊園地の乗物、写真に写る自然物等である。その他、画像は、例えば、クルマや人
物の画像等、何でもよい。また、各種の情報とは、例えば、後述する付加情報、ユーザを
識別するユーザ識別子等である。ユーザ識別子は、端末装置１を識別する情報でも良い。
ユーザ識別子は、例えば、ＩＤ、電話番号、メールアドレス、ＩＰアドレス、ＭＡＣアド
レス、ブラウザのクッキー情報等である。
【００４２】
　端末受付部１２は、各種の情報や指示を受け付ける。端末受付部１２は、例えば、端末
出力部１５が出力した１以上のオブジェクト識別子に対するユーザの操作を受け付ける。
１以上のオブジェクト識別子に対するユーザの操作とは、通常、オブジェクトの選択指示
である。また、端末受付部１２は、端末出力部１５が出力した提示情報に対するユーザの
選択を受け付ける。各種の情報や指示は、上記以外に、例えば、撮影することの指示であ
る撮影指示、画像を送信する指示である送信指示等である。端末受付部１２は、例えば、
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提示情報の一種であるＵＲＬに対する指示を受け付けても良い。かかる場合、当該ＵＲＬ
で特定されるウェブページが端末装置１にダウンロードされる。
【００４３】
　ここで、受け付けとは、キーボードやマウス、タッチパネルなどの入力デバイスから入
力された情報の受け付け、有線もしくは無線の通信回線を介して送信された情報の受信、
光ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなどの記録媒体から読み出された情報の受け付
けなどを含む概念である。
【００４４】
　各種の情報や指示の入力手段は、タッチパネルやキーボードやマウスやメニュー画面に
よるもの等、何でも良い。端末受付部１２は、タッチパネルやキーボード等の入力手段の
デバイスドライバーや、メニュー画面の制御ソフトウェア等で実現され得る。
【００４５】
　端末送信部１３は、画像をサーバ装置２に送信する。画像は、撮影部１６により撮影さ
れ、端末格納部１１に一時格納されている写真でも良いし、予め端末格納部１１に格納さ
れている画像等でも良い。画像は、通常、静止画であるが動画でも良い。また、端末送信
部１３は、撮影部１６が撮影を行い、画像を取得した場合に、当該画像をサーバ装置２に
直ちに（ユーザの指示なしに）送信することは好適である。ただし、端末送信部１３は、
撮影部１６が撮影を行い、画像を取得した後に、ユーザの指示に基づいて、当該画像をサ
ーバ装置２に送信しても良い。
【００４６】
　端末送信部１３は、付加情報もサーバ装置２に送信しても良い。付加情報とは、画像以
外の情報である。付加情報とは、例えば、カメラのモード等のカメラ情報、どのアルゴリ
ズムを用いるかを示すフラグ、どのアルゴリズムを用いるかを示すユーザ指示の情報等で
ある。なお、付加情報は画像と一緒に送信されることが好適であるが、一緒でなくても良
い。つまり、付加情報の送信タイミングは問わない。なお、端末送信部１３が付加情報も
送信する場合、端末送信部１３は、端末格納部１１の付加情報を取得する。また、付加情
報は、例えば、ＧＰＳによる位置情報、撮影時刻、フェイスブック（登録商標）やインス
タグラム（登録商標）など写真掲載元の情報やその写真を共有しているユーザＩＤ、「い
いね！」の数等である。また、カメラ情報は、カメラのモード以外、例えば、ズームの倍
率、露光、シャッタースピード等でも良い。なお、端末装置１は、通常、付加情報を取得
するための付加情報取得手段（図示しない）を有する。付加情報取得手段は、例えば、Ｇ
ＰＳ受信機、時計、写真掲載元の情報等を取得するためのＭＰＵおよびソフトウェア等で
ある。
【００４７】
　端末送信部１３は、操作情報をサーバ装置２に送信する。操作情報とは、端末受付部１
２が受け付けた操作に関する情報である。操作情報は、例えば、端末出力部１５が出力し
た１以上のオブジェクト識別子に対して、ユーザが選択した一のオブジェクト識別子を有
する。操作情報は、ユーザが選択した一のオブジェクトのオブジェクト識別子だけでも良
い。操作情報は、ユーザ識別子を有することは好適である。操作情報は、ユーザが選択し
た２以上のオブジェクトのオブジェクト識別子を含んでいても良い。
【００４８】
　端末送信部１３は、購入情報をサーバ装置２に送信する。購入情報とは、ユーザが購入
する商品に関する情報である。購入情報は、端末受付部１２が受け付けたユーザの選択に
関する情報である。購入情報は、購入の決済のために必要な情報である。購入情報は、例
えば、ユーザが購入を指示した商品の商品識別子と数量とを有する。購入情報は、通常、
ユーザ識別子を有する。なお、ここで、商品とは、いわゆるサービスも含む、と考えても
良い。商品とは、通常、販売対象である。ただし、商品は、販売対象では無い、無料の閲
覧対象等でも良い。
【００４９】
　端末受信部１４は、１以上のオブジェクト情報をサーバ装置２から受信する。オブジェ
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クト情報は、オブジェクトに関する情報であり、オブジェクト識別子を含む。オブジェク
ト識別子は、通常、オブジェクトの種類を示す情報（例えば、ジャケット、パンツ等）で
ある。つまり、オブジェクト識別子は、オブジェクトを一意に識別する情報でなくても良
い。また、オブジェクト識別子は、オブジェクトを一意に識別する情報でも良い。また、
オブジェクト情報は、オブジェクト識別子のみでも良い。また、オブジェクト情報は、例
えば、画像内のオブジェクトの位置に関する位置情報を含んでも良い。位置情報は、画像
内のオブジェクトの領域を示す情報でも良い。位置情報は、例えば、画像内のオブジェク
トの位置を示す１つまたは２つの相対的な座標値である。
【００５０】
　また、端末受信部１４は、提示情報をサーバ装置２から受信する。なお、提示情報は、
ユーザに提示する情報であり、商品に関する情報である。また、提示情報は、ユーザにレ
コメンドするレコメンド情報でも良い。また、提示情報は、検索結果の情報でも良い。ま
た、商品に関する情報とは、例えば、商品を購入するための画面、商品を購入できるウェ
ブページ、商品を購入できるウェブページのＵＲＬ、商品を閲覧できるウェブページ、商
品を閲覧できるウェブページのＵＲＬ、商品の仕様の情報等である。
【００５１】
　端末出力部１５は、画像と１以上のオブジェクト識別子とを出力する。画像と１以上の
オブジェクト識別子との出力態様は問わない。端末出力部１５は、画像内に１以上のオブ
ジェクト識別子を出力することは好適である。端末出力部１５は、例えば、１以上のオブ
ジェクト情報が有する、各オブジェクト識別子の位置情報が示す位置に１以上のオブジェ
クト識別子を画像上に出力する。
【００５２】
　また、端末出力部１５は、端末受信部１４が受信した提示情報を出力する。提示情報の
出力態様も問わない。
【００５３】
　ここで、出力とは、通常、ディスプレイへの表示であるが、プロジェクターを用いた投
影、プリンタでの印字、外部の装置への送信、記録媒体への蓄積、音声による読み上げ、
他の処理装置や他のプログラムなどへの処理結果の引渡しなどを含む概念である。
【００５４】
　サーバ装置２を構成する格納部２０は、各種の情報を格納し得る。各種の情報とは、例
えば、１以上の商品情報、１以上のユーザ情報等である。商品情報は、商品またはサービ
ス（以下、商品等という）に関する情報である。商品情報は、例えば、商品等を識別する
商品識別子、商品等の画像、価格、特徴、属性値（例えば、色、サイズ、形状等）等を有
する。また、商品情報は、例えば、商品を紹介したり、商品を購入したりするウェブペー
ジである。ただし、商品情報の構造は問わない。なお、商品情報は、外部のサーバ装置に
存在しても良い。格納部２０は、外部のサーバ装置にアクセスするための情報（例えば、
ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ＡＰＩ等）を格納していても良い。そして、かかる場合、外部の
サーバ装置にアクセスするための情報を用いて、外部のサーバ装置にアクセスされ、商品
情報等が、サーバ装置２により取得される。なお、外部のサーバ装置にアクセスするため
の情報は、商品情報と捉えても良い。かかる場合、商品情報は、例えば、商品を紹介した
り、商品を購入したりするウェブページのＵＲＬである。
【００５５】
　ユーザ情報は、ユーザに関する情報である。ユーザ情報は、例えば、ユーザ識別子、氏
名、年齢、性別、住所、電話番号、メールアドレス、ＳＮＳのＩＤ等を有する。
【００５６】
　受信部２１は、各種の情報や指示を端末装置１から受信する。各種の情報や指示とは、
例えば、画像、付加情報、購入情報等である。
【００５７】
　画像受信部２１１は、１または２以上のオブジェクトが含まれる画像（例えば、写真）
を端末装置１から受信する。また、画像受信部２１１は、画像とともに、画像以外の情報
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である付加情報をも受信することは好適である。画像受信部２１１が付加情報を受信する
タイミングは問わない。画像受信部２１１は、画像と共に付加情報を受信しても良いし、
画像を受信した後に、例えば、選択されたオブジェクトと共に付加情報を受信する等して
も良い。
【００５８】
　操作情報受信部２１２は、ユーザが行った操作に関する操作情報を端末装置１から受信
する。操作情報は、例えば、オブジェクト識別子を有する。
【００５９】
　購入情報受信部２１３は、購入情報を端末装置１から受信する。購入情報は、例えば、
商品識別子、数量、ユーザ識別子等を有する。
【００６０】
　処理部２２は、各種の処理を行う。各種の処理とは、例えば、オブジェクト情報取得部
２２１、提示情報取得部２２２、決済処理部２２３等が行う処理である。
【００６１】
　オブジェクト情報取得部２２１は、画像受信部２１１が受信した画像に対する画像認識
処理により、１または２以上の各オブジェクトを認識し、１または２以上の各オブジェク
トを識別するオブジェクト識別子を取得し、各オブジェクト識別子を含む１または２以上
のオブジェクト情報を取得する。
【００６２】
　オブジェクト情報取得部２２１は、受信部２１が受信した画像に対して、ディープラー
ニングと呼ばれる深層学習やエッジ検出、その他の画像認識技術や人工知能技術を用いた
画像認識処理により、１または２以上の各オブジェクトを認識し、１または２以上の各オ
ブジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、各オブジェクト識別子を含む１また
は２以上のオブジェクト情報を取得しても良い。深層学習（ディープラーニング）を用い
た画像認識処理は、公知技術であるので、詳細な説明を省略する。また、オブジェクト情
報取得部２２１は、画像受信部２１１が受信した画像に付加された情報も用いてオブジェ
クトを認識してもよい。なお、ここで、付加された情報とは、上述した付加情報であり、
例えば、位置を示す位置情報、時刻を示す時刻情報等である。また、付加された情報を用
いたオブジェクト認識も、例えば、深層学習等の人工知能技術を用いるのは好適である。
【００６３】
　例えば、画像が写真であり、写真が撮影された位置を示す位置情報が付加情報である場
合、オブジェクト情報取得部２２１は、認識したオブジェクトに対応する位置情報が、付
加情報である位置情報に近い順にソートしてオブジェクト情報を取得する。なお、かかる
場合、オブジェクト情報に対応付けて、オブジェクトに対応する位置情報が管理されてい
る、とする。
【００６４】
　また、取得するオブジェクトがＳＮＳサーバ（例えば、インスタグラム（登録商標）や
フェイスブック（登録商標））にアップされている写真であり、写真または写真が含まれ
る投稿情報（記事と言っても良い）に対する反応を示す情報（例えば、「いいね」を示す
情報）が付加情報である場合、オブジェクト情報取得部２２１は、「いいね」の数が多い
順にオブジェクト情報を取得することは好適である。かかる場合、オブジェクト情報取得
部２２１は、写真または写真が含まれる投稿情報に対する反応を示す情報を、ＳＮＳサー
バから取得する、とする。かかる反応を示す情報を取得する処理は公知技術であるので、
詳細な説明を省略する。
【００６５】
　なお、オブジェクト情報取得部２２１が１以上のオブジェクト識別子を取得するアルゴ
リズムは問わない。例えば、格納部２０にオブジェクトの画像とオブジェクト識別子との
組が１組以上格納されており、オブジェクト情報取得部２２１は、画像内の輪郭を抽出し
、当該輪郭から１以上のオブジェクトの各領域を切り出し、切り出した領域の１以上の各
画像（部分画像）と格納部２０の画像との類似度を算出し、類似度が最も大きい格納部２
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０の画像と対になるオブジェクト識別子を、切り出した領域の１以上の部分画像ごとに取
得しても良い。また、オブジェクト情報取得部２２１は、切り出した領域の位置を特定す
る位置情報も取得することは好適である。
【００６６】
　提示情報取得部２２２は、オブジェクト情報取得部２２１が取得した１以上のオブジェ
クト情報を用いて、当該１以上のオブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報に含ま
れる一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクト
と異なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する。提示情報
取得部２２２は、オブジェクト情報取得部２２１が取得した１以上のオブジェクト情報を
用いて、ユーザに提示する提示情報を取得しても良い。提示情報取得部２２２は、オブジ
ェクト情報取得部２２１が取得した１以上のオブジェクト情報を用いて、当該１以上のオ
ブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報が有するオブジェクト識別子で識別される
オブジェクトと同じオブジェクトのオブジェクト情報、または一のオブジェクト識別子で
識別されるオブジェクトと同じ種類のオブジェクトのオブジェクト情報をも、提示情報と
して取得しても良い。提示情報取得部２２２が提示情報を取得するアルゴリズムは問わな
い。提示情報取得部２２２は、例えば、オブジェクト情報取得部２２１が取得したオブジ
ェクト情報に含まれるオブジェクト識別子をキーとして、格納部２０の商品情報を検索し
、１以上の商品情報を取得し、かかる１以上の商品情報の全部または一部を有する提示情
報を取得する。また、提示情報取得部２２２は、例えば、オブジェクト情報取得部２２１
が取得したオブジェクト情報に含まれるオブジェクト識別子に対応する部分画像の１以上
の特徴量（例えば、色など）を取得し、かかる１以上の特徴量を用いて、格納部２０から
１以上の商品情報を取得し、かかる１以上の商品情報の全部または一部を有する提示情報
を取得する。また、提示情報取得部２２２は、例えば、オブジェクト情報取得部２２１が
取得したオブジェクト情報に含まれるオブジェクト識別子に対応する部分画像と最も類似
する画像に対応する商品情報（格納部２０に格納されている）を取得し、当該商品情報が
示す商品を購入した人が良く買っている１以上の商品の商品情報を用いて提示情報を取得
する。つまり、提示情報取得部２２２は、協調フィルタリング等の公知のアルゴリズムを
用いて、提示情報を取得しても良い。また、提示情報取得部２２２は、例えば、特許第５
０６４０６３号、特許第５１４０２８９号等に記載のレコメンド技術を用いて、提示情報
を取得しても良い。　また、提示情報取得部２２２は、「コーディネートする」アルゴリ
ズムと「コレが欲しい！」アルゴリズムの両方を同時に実行し、２以上の提示情報を取得
しても良い。
【００６７】
　また、提示情報取得部２２２は、「コーディネートする」アルゴリズムと「コレが欲し
い！」アルゴリズムのどちらか一方を使い分けて、提示情報を取得しても良い。「コーデ
ィネートする」アルゴリズムと「コレが欲しい！」アルゴリズムとの使い分けのための条
件は問わない。かかる条件は、例えば、端末装置１から受信したユーザの指示である。か
かる条件は、例えば、付加情報である。
【００６８】
　また、提示情報取得部２２２は、画像受信部２１１が受信した画像に付加された付加情
報を用いて、オブジェクトに対する提示情報を取得してもよい。
【００６９】
　提示情報取得部２２２は、操作情報受信部２１２が受信した操作情報を用いて、ユーザ
に提示する提示情報を取得する。提示情報取得部２２２は、操作情報受信部２１２が受信
した操作情報が有するオブジェクト識別子を用いて、提示情報を取得することは好適であ
る。提示情報取得部２２２は、例えば、操作情報受信部２１２が受信した操作情報が有す
るオブジェクト識別子を用いて、上述したアルゴリズム等を用いて、提示情報を取得して
も良い。
【００７０】
　操作情報が２以上のオブジェクト識別子を含む場合、提示情報取得部２２２は、当該２
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以上のオブジェクト識別子を用いて、提示情報を取得することは好適である。
【００７１】
　提示情報取得部２２２は、例えば、操作情報受信部２１２が受信した操作情報が有する
一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと異なる種類のオブジェクトのオブジ
ェクト情報を、提示情報として取得する。ここで、一のオブジェクト識別子は、通常、操
作情報が有するオブジェクト識別子（ユーザが選択したオブジェクトの識別子）である。
かかる処理のアルゴリズムは、「コーディネートする」アルゴリズムである。さらに詳細
には、提示情報取得部２２２は、例えば、操作情報受信部２１２が受信した操作情報が有
するオブジェクト識別子と異なる種類のオブジェクトを、「コーディネートする」アルゴ
リズムを用いて、当該オブジェクト識別子で識別されるオブジェクトの画像の１以上の特
徴量を取得し、当該１以上の特徴量を用いて、当該オブジェクト（例えば、ジャケット）
に合う（デザイン的にマッチする）異なる種類のオブジェクト（例えば、パンツ）の提示
情報を取得する。
【００７２】
　提示情報取得部２２２は、上記の「コーディネートする」アルゴリズムを、例えば、以
下のように実現する。つまり、提示情報取得部２２２は、例えば、公知のレコメンド技術
を用いて、端末装置１のユーザに対して、操作情報が有するオブジェクト識別子で識別さ
れるオブジェクトに対するおすすめのオブジェクト集合を取得し、その集合の中から操作
情報が有するオブジェクト識別子と異なる種類のオブジェクト識別子で識別されるオブジ
ェクト情報を取得する。なお、公知のレコメンド技術とは、例えば、協調フィルタリング
、特許第５０６４０６３号、特許第５１４０２８９号等に記載のレコメンド技術、「情報
推薦システム入門　－理論と実践－（共立出版）」等の書籍に記載された技術である。提
示情報取得部２２２は、端末装置１のユーザのユーザ行動履歴（ユーザの商品の購買履歴
など）を用いて、操作情報が有するオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと異な
る種類のオブジェクトのオブジェクト情報を取得することは好適である。ただし、提示情
報取得部２２２がオブジェクト情報を取得するアルゴリズムは問わないことは言うまでも
ない。なお、「コーディネートする」アルゴリズムにおいて、提示情報取得部２２２は、
操作情報が有するオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと異なる種類のオブジェ
クトのオブジェクト情報を取得すれば良い。つまり、提示情報取得部２２２は、操作情報
が有するオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトにデザイン的に合う異種のオブジ
ェクトのオブジェクト情報を取得する必要まではない。提示情報は、商品情報を含んでも
良いし、外部の装置にアクセスするためのＵＲＬ等でも良い。
【００７３】
　提示情報取得部２２２は、例えば、一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクト
と同じオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する。ここで、一のオブ
ジェクト識別子は、通常、操作情報が有するオブジェクト識別子である。かかる処理のア
ルゴリズムは、「コレがほしい！」アルゴリズムである。さらに具体的には、提示情報取
得部２２２は、例えば、操作情報受信部２１２が受信した操作情報が有するオブジェクト
識別子で識別されるオブジェクトの画像を用いて、画像検索し、「コレが欲しい！」アル
ゴリズムを適用して、当該オブジェクトと同一のオブジェクトの提示情報を取得する。こ
こでの提示情報も、商品情報を含んでも良いし、外部の装置にアクセスするためのＵＲＬ
等でも良い。
【００７４】
　また、提示情報取得部２２２は、例えば、一のオブジェクト識別子で識別されるオブジ
ェクトと同じ種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する。ここ
で、一のオブジェクト識別子は、通常、操作情報が有するオブジェクト識別子である。か
かる処理のアルゴリズムは、「コレが欲しい！」アルゴリズムを拡張したアルゴリズムで
ある。
【００７５】
　提示情報取得部２２２は、付加情報に応じて、提示情報を取得するアルゴリズムが異な
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ることは好適である。
【００７６】
　ここで、異なるアルゴリズムとは、例えば、「コレが欲しい！」アルゴリズムと「コー
ディネートする」アルゴリズムである。「コレが欲しい！」アルゴリズムとは、例えば、
ユーザが選択した一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じオブジェクト
のオブジェクト情報を、提示情報として取得するアルゴリズムである。「コレが欲しい！
」アルゴリズムとは、例えば、オブジェクト情報取得部２２１が取得したオブジェクト情
報を取得したり、ユーザが選択した一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと
同じ種類のオブジェクト情報を取得したりするアルゴリズムである。「コーディネートす
る」アルゴリズムとは、ユーザが選択した一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェ
クトに合う異種のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得することであ
る。
【００７７】
　提示情報取得部２２２は、例えば、カメラ情報が自撮りモードを示す情報である場合は
、「コーディネートする」アルゴリズムを採用する。また、提示情報取得部２２２は、例
えば、カメラ情報が自撮りではないモード（ノーマルモード）を示す情報である場合は、
「コレが欲しい！」アルゴリズムを採用する。また、自撮りモードとは、端末装置１のデ
ィスプレイに端末装置１のユーザが写るモードであり、カメラの撮影方向がディスプレイ
側であるモードである。ノーマルモードとは、自撮りモードとは逆がカメラの撮影方向と
なるモードで、端末装置１の背面側が撮影方向となるモードである。
【００７８】
　決済処理部２２３は、受信された購入情報を用いた決済処理を行う。決済処理は、決済
のための処理であれば何でも良い。決済処理部２２３は、例えば、クレジットカード会社
の決済サーバに、購入情報を送信する処理でも良い。決済処理部２３３は、アフィリエイ
トの情報を処理しても良い。アフィリエイト情報の処理とは、例えば、端末装置１に出力
されたアフィリエイトリンクがユーザにより指示（通常、クリック）された場合に、アフ
ィリエイトを管理するサーバ装置等にアフィリエイトＩＤなどを送信することである。ア
フィリエイトＩＤとは、アフィリエイトを管理する会社から発行されるＩＤであり、アフ
ィリエイトリンクとは、通常、提示情報とアフィリエイトＩＤが組み合わされたＵＲＬで
ある。また、決済処理部２２３は、例えば、当該ユーザの情報に対応付けて、購入情報を
蓄積する処理でも良い。決済処理は、公知技術であるので、詳細な説明を省略する。
【００７９】
　送信部２３は、各種の情報を端末装置に送信する。各種の情報とは、例えば、オブジェ
クト情報、提示情報である。
【００８０】
　オブジェクト情報送信部２３１は、オブジェクト情報取得部２２１が取得した１以上の
オブジェクト情報を端末装置１に送信する。
【００８１】
　提示情報送信部２３２は、提示情報取得部２２２が取得した提示情報を端末装置１に送
信する。提示情報は、通常、１または２以上の商品情報を含む。なお、
【００８２】
　端末格納部１１、および格納部２０は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の
記録媒体でも実現可能である。端末格納部１１等に情報が記憶される過程は問わない。例
えば、記録媒体を介して情報が端末格納部１１等で記憶されるようになってもよく、通信
回線等を介して送信された情報が端末格納部１１等で記憶されるようになってもよく、あ
るいは、入力デバイスを介して入力された情報が端末格納部１１等で記憶されるようにな
ってもよい。
【００８３】
　端末送信部１３、送信部２３、オブジェクト情報送信部２３１、および提示情報送信部
２３２は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送手段で実現されても良
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い。
【００８４】
　端末受信部１４、受信部２１、画像受信部２１１、操作情報受信部２１２、および購入
情報受信部２１３は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送を受信する
手段で実現されても良い。
【００８５】
　端末出力部１５は、ディスプレイやスピーカー等の出力デバイスを含むと考えても含ま
ないと考えても良い。端末出力部１５は、出力デバイスのドライバーソフトまたは、出力
デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現され得る。
【００８６】
　処理部２２、オブジェクト情報取得部２２１、提示情報取得部２２２、および決済処理
部２２３は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。処理部２２等の処理手順は、通
常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている
。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００８７】
　次に、情報システムＡの動作について説明する。まず、端末装置１の動作について、図
３のフローチャートを用いて説明する。
【００８８】
　（ステップＳ３０１）端末受付部１２は、撮影指示を受け付けたか否かを判断する。撮
影指示を受け付けた場合はステップＳ３０２に行き、撮影指示を受け付けない場合はステ
ップＳ３２０に行く。
【００８９】
　（ステップＳ３０２）撮影部１６は、撮影し、画像を取得する。そして、撮影部１６は
、撮影した画像を端末格納部１１に少なくとも一時蓄積する。
【００９０】
　（ステップＳ３０３）端末出力部１５は、ステップＳ３０２で取得された画像（ここで
は、写真）を出力する。
【００９１】
　（ステップＳ３０４）端末装置１の図示しない端末処理部は、画像を送信するか否かを
判断する。画像を送信する場合はステップＳ３０５に行き、画像を送信しない場合はステ
ップＳ３０１に戻る。なお、端末処理部は、端末格納部１１に格納されているフラグをチ
ェックし、当該フラグが画像を送信することを示す情報である場合は画像を送信し、当該
フラグが画像を送信しないことを示す情報である場合は画像を送信しない。なお、端末装
置１の端末送信部１３は、ステップＳ３０２で画像が取得された場合、自動的に画像をサ
ーバ装置２に送信しても良い。また、端末受付部１２が、ユーザからの送信の指示を受け
付けた場合に、画像を送信しても良い。
【００９２】
　（ステップＳ３０５）端末送信部１３は、端末格納部１１に格納されている付加情報を
取得する。なお、付加情報は、例えば、カメラモードである。
【００９３】
　（ステップＳ３０６）端末送信部１３は、ステップＳ３０２で取得された画像とステッ
プＳ３０５で取得された付加情報とを用いて、送信する情報を構成する。なお、端末送信
部１３は、付加情報を用いずに、ステップＳ３０２で取得された画像を用いて送信する情
報を構成しても良い。
【００９４】
　（ステップＳ３０７）端末送信部１３は、ステップＳ３０６で構成した情報をサーバ装
置２に送信する。なお、端末格納部１１には、通常、サーバ装置２と通信するための情報
（例えば、サーバ装置２のＩＰアドレスやＵＲＬ等）が格納されている。
【００９５】
　（ステップＳ３０８）端末受信部１４は、１以上のオブジェクト情報をサーバ装置２か
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ら受信したか否かを判断する。１以上のオブジェクト情報を受信した場合はステップＳ３
０９に行き、受信しない場合はステップＳ３０８に戻る。なお、ステップＳ３０７におけ
る情報の送信後、所定時間以上経過した場合に、タイムアウトにより、ステップＳ３０１
に戻ることは好適である。
【００９６】
　（ステップＳ３０９）端末出力部１５は、ステップＳ３０８で取得した１以上のオブジ
ェクト情報から、１以上のオブジェクト識別子を取得する。
【００９７】
　（ステップＳ３１０）端末出力部１５は、ステップＳ３０９で取得した１以上のオブジ
ェクト識別子を用いて、出力する情報を構成する。なお、端末出力部１５は、１以上の各
オブジェクト情報が有する画像の位置情報を用いて、１以上のオブジェクト識別子を画像
の中の適切な位置に出力するように、出力する情報を構成することは好適である。
【００９８】
　（ステップＳ３１１）端末出力部１５は、ステップＳ３１０で構成した情報を出力する
。なお、ここで、端末出力部１５は、ステップＳ３０３で出力した画像の上に、１以上の
オブジェクト識別子を含むステップＳ３１０で構成した情報を出力することは好適である
。
【００９９】
　（ステップＳ３１２）端末受付部１２は、ステップＳ３１１で出力された１以上のオブ
ジェクト識別子に対する操作を受け付けたか否かを判断する。操作を受け付けた場合はス
テップＳ３１３に行き、操作を受け付けない場合はステップＳ３１２に戻る。なお、ステ
ップＳ３１１における情報の出力後、所定時間以上経過した場合に、タイムアウトにより
、ステップＳ３０１に戻ることは好適である。また、ここでの操作は、通常、出力されて
いる１以上のオブジェクト識別子から一のオブジェクト識別子を選択する操作である。
【０１００】
　（ステップＳ３１３）端末送信部１３は、ステップＳ３１２において受け付けた操作に
基づいて、操作情報を構成する。なお、操作情報は、通常、ステップＳ３１２において選
択された一のオブジェクト識別子を有する。
【０１０１】
　（ステップＳ３１４）端末送信部１３は、ステップＳ３１３で構成した操作情報をサー
バ装置２に送信する。
【０１０２】
　（ステップＳ３１５）端末受信部１４は、サーバ装置２から提示情報を受信したか否か
を判断する。提示情報を受信した場合はステップＳ３１６に行き、提示情報を受信しない
場合はステップＳ３１５に戻る。なお、ステップＳ３１４における操作情報の送信後、所
定時間以上経過した場合に、タイムアウトにより、ステップＳ３０１に戻ることは好適で
ある。
【０１０３】
　（ステップＳ３１６）端末出力部１５は、ステップＳ３１５で受信された提示情報を出
力する。
【０１０４】
　（ステップＳ３１７）端末受付部１２は、ステップＳ３１６で出力された提示情報に対
するユーザの選択を受け付けたか否かを判断する。ユーザの選択を受け付けた場合はステ
ップＳ３１８に行き、ユーザの選択を受け付けない場合はステップＳ３０１に戻る。
【０１０５】
　（ステップＳ３１８）端末送信部１３は、ステップＳ３１７で受け付けられたユーザの
選択に基づいて、購入情報を構成する。
【０１０６】
　（ステップＳ３１９）端末送信部１３は、購入情報をサーバ装置２に送信する。ステッ
プＳ３０１に戻る。
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【０１０７】
　（ステップＳ３２０）端末受付部１２は、その他の情報や指示を受け付けたか否かを判
断する。その他の情報や指示を受け付けた場合はステップＳ３２１に行き、その他の情報
や指示を受け付けない場合はステップＳ３０１に戻る。
【０１０８】
　（ステップＳ３２１）図示しない端末処理部は、その他の情報や指示に応じた処理を行
う。
【０１０９】
　なお、図３のフローチャートにおいて、ユーザのオブジェクト識別子の選択がなくても
、提示情報が受信されても良い。ユーザのオブジェクト識別子の選択がないことは、操作
情報がサーバ装置２に送信されないことである。
【０１１０】
　また、図３のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【０１１１】
　また、図３のフローチャートのステップＳ３０７において、撮影した画像をサーバ装置
２に送信した。しかし、ステップＳ３０７において、端末格納部１１に格納されている画
像をサーバ装置２に送信しても良い。端末格納部１１に格納されている画像は、例えば、
端末装置１に予め格納されていた写真、ウェブページから取得された写真、ＳＮＳ等から
ダウンロードした写真等である。
さらに、
【０１１２】
　さらに、図３のフローチャートにおいて、１以上のオブジェクト情報をサーバ装置２か
ら受信（Ｓ３０８）した後、オブジェクトの種類を示すオブジェクト識別子を表示せず、
１以上のオブジェクト情報である提示情報を出力（Ｓ３１６）しても良い。特に、「コレ
が欲しい！」アルゴリズムを採用する場合、端末装置１は、かかる動作を行うことは好適
である。
【０１１３】
　次に、サーバ装置２の動作について、図４のフローチャートを用いて説明する。
【０１１４】
　（ステップＳ４０１）画像受信部２１１は、画像等を端末装置１から受信したか否かを
判断する。画像等を受信した場合はステップＳ４０２に行き、画像等を受信しない場合は
ステップＳ４０１に戻る。なお、画像等とは、例えば、画像と付加情報である。画像等と
は、例えば、ユーザ識別子を含む。
【０１１５】
　（ステップＳ４０２）オブジェクト情報取得部２２１は、ステップＳ４０１で受信され
た画像に対する画像認識処理を行い、１以上の各オブジェクトを認識し、１以上の各オブ
ジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得する。
【０１１６】
　（ステップＳ４０３）オブジェクト情報取得部２２１は、ステップＳ４０２で取得した
１以上のオブジェクト識別子を用いて、１以上のオブジェクト情報を構成する。
【０１１７】
　（ステップＳ４０４）オブジェクト情報送信部２３１は、ステップＳ４０３で構成した
１以上のオブジェクト情報を、画像等を送信してきた端末装置１に送信する。
【０１１８】
　（ステップＳ４０５）操作情報受信部２１２は、端末装置１から操作情報を受信したか
否かを判断する。操作情報を受信した場合はステップＳ４０６、操作情報を受信しなかっ
た場合はステップＳ４０５に戻る。
【０１１９】
　（ステップＳ４０６）提示情報取得部２２２は、ステップＳ４０５で受信された操作情
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報を用いて、１以上のオブジェクト識別子を取得する。ここで、操作情報は２以上のオブ
ジェクト識別子を含んでいても良い。
【０１２０】
　（ステップＳ４０７）提示情報取得部２２２は、ステップＳ４０１で受信された画像等
の中に、付加情報が存在するか否かを判断する。付加情報が存在すればステップＳ４０８
に行き、付加情報が存在しなければステップＳ４１０に行く。
【０１２１】
　（ステップＳ４０８）提示情報取得部２２２は、ステップＳ４０１で受信された画像等
の中から付加情報を取得する。
【０１２２】
　（ステップＳ４０９）提示情報取得部２２２は、ステップＳ４０６で取得した１以上の
オブジェクト識別子とステップＳ４０８で取得した付加情報等を用いて、提示情報を取得
する。ステップＳ４１１に行く。なお、例えば、付加情報であるカメラ情報が自撮りモー
ドを示す情報である場合は、提示情報取得部２２２は、「コーディネートする」アルゴリ
ズムを採用し、付加情報であるカメラ情報が自撮りではないモードを示す情報である場合
は、「コレが欲しい！」アルゴリズムを採用し、提示情報を取得する。
【０１２３】
　（ステップＳ４１０）提示情報取得部２２２は、ステップＳ４０６で取得した１以上の
オブジェクト識別子等を用いて、提示情報を取得する。提示情報取得部２２２は、例えば
、「コーディネートする」アルゴリズム、または「コレが欲しい！」アルゴリズムを採用
し、提示情報を取得する。
【０１２４】
　（ステップＳ４１１）提示情報送信部２３２は、取得された提示情報を端末装置１に送
信する。
【０１２５】
　（ステップＳ４１２）購入情報受信部２１３は、端末装置１から購入情報を受信したか
否かを判断する。購入情報を受信した場合はステップＳ４１３に行き、購入情報を受信し
なかった場合はステップＳ４０１に戻る。
【０１２６】
　（ステップＳ４１３）決済処理部２２３は、ステップＳ４１２で受信された購入情報を
用いて、決済処理を行う。ステップＳ４０１に戻る。
【０１２７】
　なお、図４のフローチャートにおいて、ステップＳ４０２で、１以上のオブジェクト識
別子を取得された後、提示情報取得部２２２は、当該１以上のオブジェクト識別子を用い
て、提示情報を取得しても良い。かかる場合、ステップＳ４０３からステップＳ４０６の
処理が省略され得る。また、図４のフローチャートにおいて、画像受信部２１１が画像を
端末装置１から受信した場合、オブジェクト情報取得部２２１は当該画像の中のオブジェ
クト認識を行い、提示情報取得部２２２は当該オブジェクトと同一のオブジェクトのオブ
ジェクト情報を検索し、オブジェクト情報を有する提示情報を構成しても良い。そして、
提示情報送信部２３２は、取得された提示情報を端末装置１に送信しても良い。
【０１２８】
　また、図４のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【０１２９】
　以下、本実施の形態における情報システムＡの具体的な動作について説明する。情報シ
ステムＡの概念図は図１である。
【０１３０】
　また、以下、４つの具体例について述べる。具体例１は、サーバ装置２が付加情報を用
いずに提示情報を取得して、端末装置１に送信する場合である。具体例２は、サーバ装置
２が、カメラが自撮りモードである旨を示す付加情報を用いて提示情報を取得して、端末
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装置１に送信する場合である。具体例２は、「コーディネートする」アルゴリズムを採用
する場合である。具体例３は、サーバ装置２が、カメラがノーマルモードである旨を示す
付加情報を用いて提示情報を取得して、端末装置１に送信する場合である。具体例３は、
「コレが欲しい！」アルゴリズムを採用する場合である。具体例４は、端末装置１から画
像が送信された後、サーバ装置２は画像からオブジェクト識別子を取得し、当該オブジェ
クト識別子を用いて、提示情報を取得し、端末装置１に送信する場合である。つまり、具
体例４は、端末装置１から画像を送信するだけで、ユーザとのインタラクションなしに、
サーバ装置２から端末装置１に提示情報が送信される場合である。
（具体例１）
【０１３１】
　まず、端末装置１のユーザは、端末装置１のカメラを用いて、洋服を着ているマネキン
を撮影した、とする。つまり、端末装置１の端末受付部１２は、撮影指示を受け付ける。
そして、撮影部１６は、撮影し、写真（画像）を取得し、当該写真を端末格納部１１に一
時蓄積する。また、端末出力部１５は、取得された写真をディスプレイに表示する。かか
る写真は、図５である、とする。
【０１３２】
　次に、ユーザは、ディスプレイに表示された写真を送信する写真送信指示を端末装置１
に入力した（送信ボタン５０１を押下した）、とする。次に、端末受付部１２は、写真送
信指示を受け付ける。そして、端末送信部１３は、写真送信指示に対応する写真を用いて
、送信する情報を構成し、当該情報を送信する。
【０１３３】
　次に、サーバ装置２の画像受信部２１１は、写真を有する情報を端末装置１から受信す
る。
【０１３４】
　そして、オブジェクト情報取得部２２１は、受信された写真に対して、深層学習等のア
ルゴリズムを用いて画像認識処理を行い、写真の中の４つのオブジェクトを認識し、４つ
の各オブジェクトのオブジェクト識別子（ネクタイ、ジャケット、パンツ、靴）を取得し
た、とする。なお、ここでのオブジェクト識別子は、物（例えば、商品）の名前である。
物の名前は、物の種類の名前と考えても良い。ただし、物の名前は、固有名称でも良い。
【０１３５】
　また、オブジェクト情報取得部２２１は、写真の中の各オブジェクトの相対的位置を示
す位置情報を取得する。位置情報は、例えば、オブジェクトが存在する領域を特定する情
報でも良いし、オブジェクトが存在する領域の特徴点（例えば、領域の左上の点、または
中心点など）の座標情報等でも良い。ここで、オブジェクト情報取得部２２１は、オブジ
ェクト識別子「ネクタイ」に対する位置情報（（ｘ１１，ｙ１１）（ｘ１２，ｙ１２））
、オブジェクト識別子「ジャケット」に対する位置情報（（ｘ２１，ｙ２１）（ｘ２２，
ｙ２２））、オブジェクト識別子「パンツ」に対する位置情報（（ｘ３１，ｙ３１）（ｘ

３２，ｙ３２））、オブジェクト識別子「靴」に対する位置情報（（ｘ４１，ｙ４１）（
ｘ４２，ｙ４２））を取得した、とする。
【０１３６】
　次に、オブジェクト情報取得部２２１は、取得した４つのオブジェクト識別子（ネクタ
イ、ジャケット、パンツ、靴）を用いて、４つのオブジェクト情報を構成する。なお、オ
ブジェクト情報は、オブジェクト識別子と位置情報とを有する。
【０１３７】
　次に、オブジェクト情報送信部２３１は、構成した４つのオブジェクト情報を、写真等
を送信してきた端末装置１に送信する。
【０１３８】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、４つのオブジェクト情報をサーバ装置２から受
信する。
【０１３９】
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　次に、端末出力部１５は、４つの各オブジェクト情報から、４つのオブジェクト識別子
（ネクタイ、ジャケット、パンツ、靴）を取得する。
【０１４０】
　次に、端末出力部１５は、４つの各オブジェクト識別子に対応する位置情報を用いて、
オブジェクト識別子を出力する位置（写真内の位置）を決定する。なお、かかる位置の決
定方法は問わない。
【０１４１】
　次に、端末出力部１５は、写真内の決定した位置に、４つのオブジェクト識別子を出力
する。かかる出力例は、図６である。
【０１４２】
　次に、ユーザは、写真内のパンツと同一または類似するパンツを購入したい、と思って
いる、とする。そして、ユーザは、表示されている４つのオブジェクト識別子の中から、
「パンツ」を選択する指示を入力した、とする。すると、端末装置１の端末受付部１２は
、出力された４つのオブジェクト識別子のうちの「パンツ」に対する選択操作を受け付け
る。そして、端末出力部１５は、オブジェクト識別子「パンツ」の表示を、他のオブジェ
クト識別子と視覚的に区別可能なように表示態様を変更する。ここでは、端末出力部１５
は、オブジェクト識別子「パンツ」の表示を反転表示とする（６０１参照）。
【０１４３】
　次に、ユーザは、図６の送信ボタン（６０２）を押下した、とする。すると、端末受付
部１２は、操作情報の送信指示を受け付ける。そして、端末送信部１３は、選択されてい
るオブジェクト識別子「パンツ」を有する操作情報を構成する。次に、端末送信部１３は
、当該操作情報をサーバ装置２に送信する。
【０１４４】
　次に、サーバ装置２の操作情報受信部２１２は、端末装置１から操作情報を受信する。
【０１４５】
　次に、提示情報取得部２２２は、受信された操作情報が有するオブジェクト識別子「パ
ンツ」を取得する。そして、提示情報取得部２２２は、オブジェクト識別子「パンツ」を
用いて、提示情報を取得する。ここでは、提示情報取得部２２２は、オブジェクト識別子
「パンツ」と対になる３つのパンツの商品情報（図示しない）を格納部２０から取得する
。なお、商品情報は、ここでは、商品の画像、商品名、価格、商品の特徴等の情報を有す
る、とする。そして、提示情報取得部２２２は、３つのパンツの商品情報を有する提示情
報を構成する。なお、提示情報は、商品情報に加えて、購入することを選択するためのチ
ェックボックス、サイズを入力するためのフィールド等を有する、とする。かかるチェッ
クボックス、フィールド等のユーザインターフェースを構成する情報等は、予め格納部２
０に格納されている、とする。
【０１４６】
　次に、提示情報送信部２３２は、構成された提示情報を端末装置１に送信する。
【０１４７】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、サーバ装置２から提示情報を受信する。そして
、端末出力部１５は、受信された提示情報を出力する。かかる出力例は、図７である。
【０１４８】
　次に、ユーザは、図７の画面に対して、購入したい商品を選択し（７０１）、サイズ「
Ｍ」を入力し（７０２）、購入ボタン７０３を押下した、とする。すると、端末受付部１
２は、出力された提示情報に対するユーザの選択を受け付ける。そして、端末送信部１３
は、受け付けられたユーザの選択に基づいて、購入情報を構成する。ここで、購入情報は
、商品を識別する識別子「パンツＡＢＣ」、サイズ「Ｍ」、ユーザを識別するユーザ識別
子等を有する。なお、ユーザ識別子は、例えば、端末格納部１１に格納されている、とす
る。次に、端末送信部１３は、購入情報をサーバ装置２に送信する。
【０１４９】
　次に、サーバ装置２の購入情報受信部２１３は、端末装置１から購入情報を受信する。
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そして、決済処理部２２３は、受信された購入情報を用いて、決済処理を行う。
【０１５０】
　以上の処理により、写真を用いた商品情報の提示、および商品の購入が可能となる。な
お、具体例１において、提示情報取得部２２２は、オブジェクト識別子「パンツ」と対に
なる商品情報であり、図６の画像内のパンツと同一であると判断されるパンツの画像を有
する商品情報（図示しない）を格納部２０から取得しても良い。かかる場合、端末装置１
には、一つの商品情報を有する提示情報が出力される。
（具体例２）
【０１５１】
　まず、端末装置１のユーザは、端末装置１のカメラのモードを「自撮り」モードに設定
した、とする。すると、端末受付部１２は、カメラのモードを「自撮り」モードに設定す
る指示を受け付ける。そして、図示しない端末処理部は、カメラのモードを「自撮り」モ
ードに設定する。
【０１５２】
　次に、端末装置１のユーザは、端末装置１のカメラを用いて、自分を撮影した、とする
。つまり、端末装置１の端末受付部１２は、撮影指示を受け付ける。そして、撮影部１６
は、撮影し、自分の写真を取得し、当該写真を端末格納部１１に一時蓄積する。また、端
末出力部１５は、取得された写真をディスプレイに表示する。かかる写真は、図５である
、とする。
【０１５３】
　次に、ユーザは、ディスプレイに表示された写真を送信する写真送信指示を端末装置１
に入力した、とする。次に、端末受付部１２は、写真送信指示を受け付ける。そして、端
末送信部１３は、写真送信指示に対応する写真を用いて、送信する情報を構成し、当該情
報を送信する。なお、端末送信部１３は、端末格納部１１の付加情報を取得し、写真と付
加情報を有する情報を送信しても良い。
【０１５４】
　次に、サーバ装置２の画像受信部２１１は、写真を有する情報を端末装置１から受信す
る。そして、サーバ装置２は、具体例１で説明した処理と同様の処理を行い、４つのオブ
ジェクト情報を、写真等を送信してきた端末装置１に送信する。なお、４つのオブジェク
ト情報は、４つのオブジェクト識別子（ネクタイ、ジャケット、パンツ、靴）、およびオ
ブジェクト識別子「ネクタイ」に対する位置情報（（ｘ１１，ｙ１１）（ｘ１２，ｙ１２

））、オブジェクト識別子「ジャケット」に対する位置情報（（ｘ２１，ｙ２１）（ｘ２

２，ｙ２２））、オブジェクト識別子「パンツ」に対する位置情報（（ｘ３１，ｙ３１）
（ｘ３２，ｙ３２））、オブジェクト識別子「靴」に対する位置情報（（ｘ４１，ｙ４１

）（ｘ４２，ｙ４２））を有する、とする。
【０１５５】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、４つのオブジェクト情報をサーバ装置２から受
信する。そして、端末装置１は、具体例１で説明した処理と同様の処理を行い、図６に示
すような画面を出力する。
【０１５６】
　次に、ユーザは、写真内のパンツに合うジャケット等を購入したいと思い、ユーザは、
表示されている４つのオブジェクト識別子の中から、「パンツ」を選択する指示を入力し
た、とする。すると、端末装置１の端末受付部１２は、出力された４つのオブジェクト識
別子のうちの「パンツ」に対する選択操作を受け付ける。そして、端末出力部１５は、オ
ブジェクト識別子「パンツ」の表示を、他のオブジェクト識別子と視覚的に区別可能なよ
うに表示態様を変更する。ここでは、端末出力部１５は、オブジェクト識別子「パンツ」
の表示を反転表示とする（６０１参照）。
【０１５７】
　次に、ユーザは、図６の送信ボタン（６０２）を押下した、とする。すると、端末受付
部１２は、操作情報の送信指示を受け付ける。そして、端末送信部１３は、選択されてい
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るオブジェクト識別子「パンツ」と、付加情報とを有する操作情報を構成する。ここで、
付加情報は、カメラ情報の中のカメラのモード「自撮り」である。そして、次に、端末送
信部１３は、当該操作情報をサーバ装置２に送信する。なお、付加情報が写真とともに送
信されている場合、操作情報は付加情報を有さないことは好適である。
【０１５８】
　次に、サーバ装置２の操作情報受信部２１２は、端末装置１から操作情報を受信する。
【０１５９】
　次に、提示情報取得部２２２は、受信された操作情報が有するオブジェクト識別子「パ
ンツ」を取得する。次に、提示情報取得部２２２は、先に受信されていた画像等の中から
付加情報「自撮り」を取得する。
【０１６０】
　次に、提示情報取得部２２２は、取得したオブジェクト識別子「パンツ」と付加情報「
自撮り」とを用いて、提示情報を取得する。つまり、提示情報取得部２２２は、付加情報
「自撮り」から、オブジェクト識別子「パンツ」とは異なる商品の商品情報を取得する処
理を行う。さらに具体的には、ここでは、オブジェクト識別子「パンツ」を除くオブジェ
クト識別子であり、既に受信しているオブジェクト識別子である「ネクタイ」「ジャケッ
ト」「靴」に対応する商品情報を取得する処理を行う。また、提示情報取得部２２２は、
例えば、写真内の「パンツ」の色や形状等の属性値を取得し、当該属性値を用いて、写真
内の「パンツ」に合う「ネクタイ」、「ジャケット」、「靴」のうちの１種類以上の商品
情報を取得することは好適である。なお、ここでは、提示情報取得部２２２は、オブジェ
クト識別子「ネクタイ」と対になる４つの商品情報、「ジャケット」と対になる２つの商
品情報、および「靴」と対になる３つの商品情報を格納部２０から取得する、とする。そ
して、提示情報取得部２２２は、取得した商品情報を用いて、提示情報を構成する。
【０１６１】
　次に、提示情報送信部２３２は、構成された提示情報を端末装置１に送信する。
【０１６２】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、サーバ装置２から提示情報を受信する。そして
、端末出力部１５は、受信された提示情報を出力する。かかる出力例は、図８である。図
８において、ユーザが選択した「パンツ」に合うジャケット、ネクタイ、靴の商品情報が
出力されている。
【０１６３】
　次に、ユーザは、図８の画面に対して、購入したい商品を選択し（８０１、８０２）、
購入ボタン８０３を押下した、とする。すると、端末受付部１２は、出力された提示情報
に対するユーザの選択を受け付ける。そして、端末送信部１３は、受け付けられたユーザ
の選択に基づいて、購入情報を構成する。ここで、購入情報は、選択されたネクタイを識
別する識別子、選択された靴を識別する識別子、ユーザを識別するユーザ識別子等を有す
る。なお、ユーザ識別子は、例えば、端末格納部１１に格納されている、とする。次に、
端末送信部１３は、購入情報をサーバ装置２に送信する。
【０１６４】
　次に、サーバ装置２の購入情報受信部２１３は、端末装置１から購入情報を受信する。
そして、決済処理部２２３は、受信された購入情報を用いて、決済処理を行う。
【０１６５】
　以上の処理により、写真を用いた商品情報の提示等、および商品の購入が可能となる。
かつ、付加情報「自撮りモード」に対応する提示情報がユーザに提供される。
【０１６６】
　なお、具体例２において、ユーザが図６において、２以上のオブジェクト識別子を選択
した場合、端末装置１からサーバ装置２に、２以上のオブジェクト識別子を有する選択情
報が送信される。そして、サーバ装置２の提示情報取得部２２２は、選択情報が有する２
以上のオブジェクト識別子を用いて、提示情報を取得する。そして、提示情報送信部２３
２は、かかる提示情報を送信する。なお、ユーザが図６において、パンツとネクタイを選
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択した場合、提示情報取得部２２２は、例えば、写真内のネクタイとパンツとは異なる種
類の商品である１以上のジャケットの商品情報を取得し、提示情報を構成する。なお、１
以上のジャケットの商品情報を取得するレコメンドのアルゴリズムは、上述した公知のア
ルゴリズムでも良い。また、選択情報が有する２以上のオブジェクト識別子を用いて、提
示情報を取得することは、選択情報が有する２以上のオブジェクト識別子に対応する２以
上のオブジェクトに合うオブジェクト（２以上のオブジェクトとは異種のオブジェクト）
の情報である提示情報を取得することである。
（具体例３）
【０１６７】
　まず、端末装置１のユーザは、端末装置１のカメラのモードを自撮りではないモードで
ある「ノーマル」モードに設定した、とする。「ノーマル」とは、通常、端末装置のディ
スプレイと反対側に設置されているカメラのことである。すると、端末受付部１２は、カ
メラのモードを「ノーマル」モードに設定する指示を受け付ける。そして、図示しない端
末処理部は、カメラのモードを「ノーマル」モードに設定する。
【０１６８】
　次に、端末装置１のユーザは、端末装置１のカメラを用いて、店舗の洋服を着たマネキ
ンを撮影した、とする。つまり、端末装置１の端末受付部１２は、撮影指示を受け付ける
。そして、撮影部１６は、撮影し、マネキンの写真を取得し、当該写真を端末格納部１１
に一時蓄積する。また、端末出力部１５は、取得された写真をディスプレイに表示する。
かかる写真は、図９である、とする。
【０１６９】
　次に、ユーザは、ディスプレイに表示された写真を送信する写真送信指示を端末装置１
に入力した、とする。次に、端末受付部１２は、写真送信指示を受け付ける。そして、端
末送信部１３は、写真送信指示に対応する写真と、端末格納部１１の付加情報「ノーマル
」とを用いて、送信する情報を構成し、当該情報を送信する。
【０１７０】
　次に、サーバ装置２の画像受信部２１１は、写真と付加情報とを有する情報を端末装置
１から受信する。そして、サーバ装置２は、具体例１で説明した処理と同様の処理を行い
、写真を用いて、２つのオブジェクト情報（ネクタイのオブジェクト情報とジャケットの
オブジェクト情報）を取得し、写真等を送信してきた端末装置１に送信する。なお、２つ
のオブジェクト情報は、２つのオブジェクト識別子（ネクタイ、ジャケット）、およびオ
ブジェクト識別子「ネクタイ」に対する位置情報（（ｘ１１，ｙ１１）（ｘ１２，ｙ１２

））、オブジェクト識別子「ジャケット」に対する位置情報（（ｘ２１，ｙ２１）（ｘ２

２，ｙ２２））を有する、とする。なお、画像受信部２１１は、受信した付加情報を端末
格納部１１に一時蓄積する。
【０１７１】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、２つのオブジェクト情報をサーバ装置２から受
信する。そして、端末装置１は、具体例１で説明した処理と同様の処理を行い、図１０に
示すような画面を出力する。
【０１７２】
　次に、ユーザは、写真内のジャケットと同一または同種のジャケットを購入したいと思
い、ユーザは、表示されている２つのオブジェクト識別子の中から、「ジャケット」を選
択する指示を入力した、とする。すると、端末装置１の端末受付部１２は、出力された２
つのオブジェクト識別子のうちの「ジャケット」に対する選択操作を受け付ける。そして
、端末出力部１５は、オブジェクト識別子「ジャケット」の表示を、他のオブジェクト識
別子と視覚的に区別可能なように表示態様を変更する。ここでは、端末出力部１５は、オ
ブジェクト識別子「ジャケット」の表示を反転表示とする（１００１参照）。
【０１７３】
　次に、ユーザは、図１０の送信ボタン（１００２）を押下した、とする。すると、端末
受付部１２は、操作情報の送信指示を受け付ける。そして、端末送信部１３は、選択され
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ているオブジェクト識別子「ジャケット」を有する操作情報を構成する。そして、次に、
端末送信部１３は、当該操作情報をサーバ装置２に送信する。
【０１７４】
　次に、サーバ装置２の操作情報受信部２１２は、端末装置１から操作情報を受信する。
【０１７５】
　次に、提示情報取得部２２２は、受信された操作情報が有するオブジェクト識別子「ジ
ャケット」を取得する。次に、提示情報取得部２２２は、先に受信され、端末格納部１１
に格納されている付加情報「ノーマル」を取得する。
【０１７６】
　次に、提示情報取得部２２２は、取得したオブジェクト識別子「ジャケット」と付加情
報「ノーマル」とを用いて、提示情報を取得する。つまり、提示情報取得部２２２は、付
加情報「ノーマル」から、オブジェクト識別子「ジャケット」と同一または同種の商品の
商品情報を取得する処理を行う。なお、ここでは、提示情報取得部２２２は、付加情報「
ノーマル」から、オブジェクト識別子「ジャケット」と同一の商品の商品情報を取得する
処理を行う、とする。また、提示情報取得部２２２は、写真内の「ジャケット」の色や形
状等の属性値を取得し、当該属性値を用いて、写真内の「ジャケット」と類似度が閾値（
例えば、９０［完全一致で１００とする場合］）以上の商品情報を同一の商品の商品情報
として、格納部２０から取得することは好適である。そして、提示情報取得部２２２は、
取得した商品情報を用いて、提示情報を構成する。
【０１７７】
　次に、提示情報送信部２３２は、構成された提示情報を端末装置１に送信する。
【０１７８】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、サーバ装置２から提示情報を受信する。そして
、端末出力部１５は、受信された提示情報を出力する。かかる出力例は、図１１である。
【０１７９】
　次に、ユーザは、図１１の画面に対して、ユーザは購入すると判断し、商品を選択し（
１１０１）、サイズ「Ｓ」を入力し、購入ボタン１１０３を押下した、とする。すると、
端末受付部１２は、出力された提示情報に対するユーザの選択を受け付ける。そして、端
末送信部１３は、受け付けられたユーザの選択に基づいて、購入情報を構成する。ここで
、購入情報は、選択されたジャケットを識別する識別子、ユーザを識別するユーザ識別子
等を有する。なお、ユーザ識別子は、例えば、端末格納部１１に格納されている、とする
。次に、端末送信部１３は、購入情報をサーバ装置２に送信する。
【０１８０】
　次に、サーバ装置２の購入情報受信部２１３は、端末装置１から購入情報を受信する。
そして、決済処理部２２３は、受信された購入情報を用いて、決済処理を行う。
【０１８１】
　以上の処理により、写真等の画像を用いた商品情報の検索、提示、および商品の購入が
可能となる。かつ、以上の処理により、付加情報「ノーマルモード」に対応する提示情報
がユーザに提供される。
（具体例４）
【０１８２】
　まず、端末装置１のユーザは、端末装置１のカメラを用いて、洋服を着ているマネキン
を撮影した、とする。つまり、端末装置１の端末受付部１２は、撮影指示を受け付ける。
そして、撮影部１６は、撮影し、写真（画像）を取得し、当該写真を端末格納部１１に一
時蓄積する。また、端末出力部１５は、取得された写真をディスプレイに表示する。かか
る写真は、図９である、とする。
【０１８３】
　次に、ユーザは、ディスプレイに表示された写真を送信する写真送信指示を端末装置１
に入力した（送信ボタン９０１を押下した）、とする。次に、端末受付部１２は、写真送
信指示を受け付ける。そして、端末送信部１３は、写真送信指示に対応する写真を用いて
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、送信する情報を構成し、当該情報を送信する。
【０１８４】
　次に、サーバ装置２の画像受信部２１１は、写真を有する情報を端末装置１から受信す
る。
【０１８５】
　そして、オブジェクト情報取得部２２１は、受信された写真に対して、深層学習等のア
ルゴリズムを用いて画像認識処理を行い、写真の中の２つのオブジェクトを認識し、２つ
の各オブジェクトのオブジェクト識別子（ネクタイ、ジャケット）を取得した、とする。
【０１８６】
　次に、提示情報取得部２２２は、取得された２つのオブジェクト識別子（ネクタイ、ジ
ャケット）を用いて、提示情報を取得する。ここでは、提示情報取得部２２２は、オブジ
ェクト識別子「ネクタイ」または「ジャケット」に対応するネクタイおよびジャケットに
合う商品情報（例えば、パンツの商品情報）を格納部２０から取得する。なお、ネクタイ
およびジャケットに対しては、パンツの商品情報を取得すること等の商品の組み合わせ情
報（２以上の商品識別子を有する）は、格納部２０に格納されている、とする。なお、ネ
クタイおよびジャケットに合うパンツの商品情報は、上述したレコメンドアルゴリズムに
より取得されても良い。
【０１８７】
　そして、提示情報取得部２２２は、取得した商品情報を有する提示情報を構成する。な
お、提示情報は、商品情報に加えて、購入することを選択するためのチェックボックス、
サイズを入力するためのフィールド等を有する、とする。かかるチェックボックス、フィ
ールド等のユーザインターフェースを構成する情報等は、予め格納部２０に格納されてい
る、とする。
【０１８８】
　次に、提示情報送信部２３２は、構成された提示情報を端末装置１に送信する。
【０１８９】
　次に、端末装置１の端末受信部１４は、サーバ装置２から提示情報を受信する。そして
、端末出力部１５は、受信された提示情報を出力する。かかる出力例は、例えば、図７で
ある。
【０１９０】
　次に、ユーザは、提示情報の出力画面に対して、購入したい商品を選択し、送信ボタン
を押下した、とする。すると、端末受付部１２は、出力された提示情報に対するユーザの
選択を受け付ける。そして、端末送信部１３は、受け付けられたユーザの選択に基づいて
、購入情報を構成する。次に、端末送信部１３は、購入情報をサーバ装置２に送信する。
【０１９１】
　次に、サーバ装置２の購入情報受信部２１３は、端末装置１から購入情報を受信する。
そして、決済処理部２２３は、受信された購入情報を用いて、決済処理を行う。
【０１９２】
　以上の処理により、写真を送信するだけで、自動的に提示情報を取得でき、容易に商品
の購入が可能となる。なお、具体例４において、提示情報取得部２２２は、写真の中の認
識された２つのオブジェクトと同じオブジェクトの商品情報を提示情報として、取得して
も良い。かかる場合、提示情報取得部２２２は、写真の中の認識された２つの各オブジェ
クトと同一のオブジェクトの商品情報を、画像検索等により、外部の装置から検索して取
得しても良い。
【０１９３】
　以上、本実施の形態によれば、撮影した画像等を用いた情報の提示ができる。
【０１９４】
　また、本実施の形態によれば、ユーザと対話しながら、撮影した画像等を用いた適切な
情報の提示ができる。
【０１９５】
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　さらに、本実施の形態によれば、撮影した画像等を用い、かつカメラのモード等の付加
情報を用いて、付加情報に応じた極めて適切な情報の提示ができる。
【０１９６】
　なお、本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、このソ
フトウェアをソフトウェアダウンロード等により配布しても良い。また、このソフトウェ
アをＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録して流布しても良い。なお、このことは、本明細
書における他の実施の形態においても該当する。なお、本実施の形態における端末装置１
を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムに
おいて、コンピュータがアクセス可能な記録媒体は、１または２以上のオブジェクトが含
まれる画像が格納される端末格納部を具備し、コンピュータを、前記画像を前記サーバ装
置に送信する端末送信部と、ユーザに提示する情報であり、商品に関する情報である提示
情報を受信する端末受信部と、前記提示情報を出力する端末出力部として機能させるため
のプログラムである。
【０１９７】
　また、上記プログラムにおいて、コンピュータを、１以上のオブジェクト情報を前記サ
ーバ装置から受信する端末受信部と、前記画像と前記１以上のオブジェクト情報が有する
１以上のオブジェクト識別子とを出力する端末出力部と、前記端末出力部が出力した１以
上のオブジェクト識別子に対するユーザの操作を受け付ける端末受付部としてさらに機能
させ、前記端末送信部は、前記端末受付部が受け付けた操作に関する操作情報を前記サー
バ装置に送信するものとして、コンピュータを機能させるためのプログラムであることは
好適である。
【０１９８】
　また、本実施の形態におけるサーバ装置２を実現するソフトウェアは、以下のようなプ
ログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、画像を端末装置から受信
する画像受信部と、前記画像受信部が受信した画像に対する画像認識処理により、前記１
以上の各オブジェクトを認識し、前記１以上の各オブジェクトを識別するオブジェクト識
別子を取得し、当該各オブジェクト識別子を含む１以上のオブジェクト情報を取得するオ
ブジェクト情報取得部と、前記オブジェクト情報取得部が取得した１以上のオブジェクト
情報を用いて、当該１以上のオブジェクト情報のうちの一のオブジェクト情報に含まれる
一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクトと異
なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得する提示情報取得部
と、前記提示情報を前記端末装置に送信する提示情報送信部として機能させるためのプロ
グラムである。
【０１９９】
　また、上記プログラムにおいて、前記提示情報取得部は、前記一のオブジェクト識別子
で識別されるオブジェクトと同じオブジェクトのオブジェクト情報、または前記一のオブ
ジェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じ種類のオブジェクトのオブジェクト情報
をも、提示情報として取得するものとして、コンピュータを機能させるプログラムである
ことは好適である。
【０２００】
　また、上記プログラムにおいて、コンピュータを、前記オブジェクト情報取得部が取得
した１以上のオブジェクト情報を送信するオブジェクト情報送信部と、前記操作情報を前
記端末装置から受信する操作情報受信部として、さらに機能させ、前記提示情報取得部は
、前記操作情報受信部が受信した操作情報を用いて、ユーザに提示する提示情報を取得す
るものとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２０１】
　また、上記プログラムにおいて、前記操作情報は、前記端末出力部が出力した１以上の
オブジェクト識別子に対して、ユーザが選択した一のオブジェクト識別子を有し、前記提
示情報取得部は、前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトのオブジェクト
情報を用いて提示情報を取得するものとして、コンピュータを機能させるプログラムであ
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ることは好適である。
【０２０２】
　また、上記プログラムにおいて、前記提示情報取得部は、前記一のオブジェクト識別子
で識別されるオブジェクトに関連があり、当該オブジェクトと異なる種類のオブジェクト
のオブジェクト情報を、提示情報として取得する、または前記一のオブジェクト識別子で
識別されるオブジェクトと同じオブジェクトのオブジェクト情報、または前記一のオブジ
ェクト識別子で識別されるオブジェクトと同じ種類のオブジェクトのオブジェクト情報を
、提示情報として取得するものとして、コンピュータを機能させるプログラムであること
は好適である。
【０２０３】
　また、上記プログラムにおいて、前記画像受信部は、前記画像とともに、画像以外の情
報である付加情報をも受信し、前記提示情報取得部は、前記付加情報に応じて、提示情報
を取得するアルゴリズムが異なるものとして、コンピュータを機能させるプログラムであ
ることは好適である。
【０２０４】
　また、上記プログラムにおいて、前記付加情報は、前記画像が撮影されたカメラに関す
るカメラ情報を含むものとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適
である。
【０２０５】
　また、上記プログラムにおいて、前記提示情報取得部は、前記カメラ情報が自撮りモー
ドを示す情報である場合は、前記一のオブジェクト識別子で識別されるオブジェクトと異
なる種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示情報として取得し、前記カメラ情報
が自撮りモードでないモードを示す情報である場合は、前記一のオブジェクト識別子で識
別されるオブジェクトと同じまたは同じ種類のオブジェクトのオブジェクト情報を、提示
情報として取得するものとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適
である。
【０２０６】
　また、上記プログラムにおいて、前記オブジェクト情報取得部は、前記画像受信部が受
信した画像に対して、深層学習を用いた画像認識処理により、前記２以上の各オブジェク
トを認識し、前記２以上の各オブジェクトを識別するオブジェクト識別子を取得し、当該
各オブジェクト識別子を含む２以上のオブジェクト情報を取得するものとして、コンピュ
ータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２０７】
　また、上記プログラムにおいて、前記購入情報を前記端末装置から受信する購入情報受
信部と、前記購入情報を用いた決済処理を行う決済処理部として、コンピュータをさらに
機能させるプログラムであることは好適である。
【０２０８】
　また、図１２は、本明細書で述べたプログラムを実行して、上述した種々の実施の形態
の端末装置１、またはサーバ装置２を実現するコンピュータの外観を示す。上述の実施の
形態は、コンピュータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムで実
現され得る。図１２は、このコンピュータシステム３００の概観図であり、図１３は、シ
ステム３００のブロック図である。
【０２０９】
　図１２において、コンピュータシステム３００は、ＣＤ－ＲＯＭドライブを３０１２含
むコンピュータ３０１と、キーボード３０２と、マウス３０３と、モニタ３０４とを含む
。なお、コンピュータシステム３００はカメラを具備しても良い。
【０２１０】
　図１３において、コンピュータ３０１は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３０１２と、ＭＰＵ３
０１３と、ＭＰＵ３０１３と、バス３０１４と、ＲＯＭ３０１５と、ＲＡＭ３０１６と、
ハードディスク３０１７とを含む。ＲＯＭ３０１５は、ブートアッププログラム等のプロ
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グラムを記憶している。ＲＡＭ３０１６は、ＭＰＵ３０１３に接続され、アプリケーショ
ンプログラムの命令を一時的に記憶するとともに一時記憶空間を提供する。ハードディス
ク３０１７は、通常、アプリケーションプログラム、システムプログラム、及びデータを
記憶している。ここでは、図示しないが、コンピュータ３０１は、さらに、ＬＡＮへの接
続を提供するネットワークカードを含んでも良い。
【０２１１】
　コンピュータシステム３００に、上述した実施の形態のサーバ装置２等の機能を実行さ
せるプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ３１０１に記憶されて、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３０１２
に挿入され、さらにハードディスク３０１７に転送されても良い。また、プログラムは、
図示しないネットワークを介してコンピュータ３０１に送信され、ハードディスク３０１
７に記憶されても良い。プログラムは実行の際にＲＡＭ３０１６にロードされる。プログ
ラムは、ＣＤ－ＲＯＭ３１０１またはネットワークから直接、ロードされても良い。
【０２１２】
　プログラムは、コンピュータ３０１に、上述した実施の形態のサーバ装置２等の機能を
実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティープログラム等は
、必ずしも含まなくても良い。プログラムは、制御された態様で適切なモジュールを呼び
出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいれば良い。コンピュー
タシステム３００がどのように動作するかは周知であり、詳細な説明は省略する。
【０２１３】
　なお、上記プログラムにおいて、情報を送信するステップや、情報を受信するステップ
などでは、ハードウェアによって行われる処理、例えば、送信ステップにおけるモデムや
インターフェースカードなどで行われる処理（ハードウェアでしか行われない処理）は含
まれない。
【０２１４】
　また、上記プログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０２１５】
　また、上記各実施の形態において、一の装置に存在する２以上の通信手段は、物理的に
一の媒体で実現されても良いことは言うまでもない。
【０２１６】
　また、上記各実施の形態において、各処理（各機能）は、単一の装置（システム）によ
って集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散
処理されることによって実現されてもよい。
【０２１７】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２１８】
　以上のように、本発明にかかる情報システムは、撮影した画像等を用いた情報のレコメ
ンドができるという効果を有し、情報システム等として有用である。
【符号の説明】
【０２１９】
　１　端末装置
　２　サーバ装置
　１１　端末格納部
　１２　端末受付部
　１３　端末送信部
　１４　端末受信部
　１５　端末出力部
　１６　撮影部
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　２０　格納部
　２１　受信部
　２２　処理部
　２３　送信部
　２１１　画像受信部
　２１２　操作情報受信部
　２１３　購入情報受信部
　２２１　オブジェクト情報取得部
　２２２　提示情報取得部
　２２３　決済処理部
　２３１　オブジェクト情報送信部
　２３２　提示情報送信部

【図１】 【図２】
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